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国 道 交 安 第 １ ８ 号 

平成２０年１０月２７日 

 

各 地 方 整 備 局  道 路 部 長 殿 

北 海 道 開 発 局  建 設 部 長 殿 

沖 縄 総 合 事 務 局  開 発 建 設 部 長 殿 

 

 

国 土 交 通 省  道 路 局  路 政 課 長 

                

                     国土交通省 道路局 地方道・環境課長 

 

            

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」第２条第９号に 

 規定する特定道路の指定に係る運用方針及び指定すべき道路の区間について 

 

 

 「高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成 18 年法律第 91 号、以下

「バリアフリー新法」という。)」第２条第９号に規定する特定道路については、高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成 18 年政令第 379 号、以下「バ

リアフリー新法施行令」という。）第２条の規定により、国土交通大臣がその路線及び区間

を指定することとされているが、指定にあたっての運用方針及び指定すべき道路の区間につ

いて、以下のとおり定めたので、遺漏なきよう取り扱われたい。 

 

記 

 

１．特定道路の指定に係る運用方針 

 特定道路の指定については、バリアフリー新法施行令第２条において「法第２条第９

号の政令で定める道路は、生活関連経路を構成する道路法（昭和 27 年法律第 180 号）に

よる道路のうち多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるものであって国土

交通大臣がその路線及び区間を指定したものとする。」とされているが、その内容は次

のとおりとする。 

（１）生活関連経路 

 「生活関連経路」とは、バリアフリー新法第２条第 21 号ロに規定する「生活関

連経路」であって「生活関連施設相互間の経路」をいう。ここで、「生活関連施設」

とは同号イにおける「生活関連施設」及び同法第３条で定める「移動等円滑化の促

進に関する基本方針」（平成 18 年国家公安委員会、総務省、国土交通省告示第１

号）２（１）①における「相当数の高齢者、障害者等が利用する旅客施設、官公庁

施設、福祉施設、病院、文化施設、商業施設、学校等多岐にわたる施設」が想定さ

れるが、具体的にどの施設を含めるかは施設の利用の状況等地域の実情を勘案して

選定するものとする。なお、「地震防災対策特別措置法（平成７年法律第 111 号）」



   

  

第３条第１項第２号に規定する「避難路」等についても生活関連経路とし、指定の

対象とすることができるものとする。 

（２）多数の高齢者・障害者等 

 多数の高齢者・障害者等が移動する道路とは、当該道路の周辺に位置する生活関

連施設の利用の状況、及び生活関連施設周辺の移動等円滑化の状況からみて、他の

周辺道路に比して相対的に高齢者・障害者等の通行量が多い又は多いと想定される

道路であり、当該道路について移動等円滑化のための事業を優先的に実施する必要

性が特に高いと認められるものとする。 

（３）移動が通常徒歩で行われるもの 

「移動等円滑化の促進に関する基本方針」（平成 18 年国家公安委員会、総務省、

国土交通省告示第１号）三２（１）①において、「生活関連施設相互間の移動が通

常徒歩で行われる地区とは、生活関連施設が徒歩圏内に集積している地区をいい、

地区全体の面積が概ね 400 ヘクタール未満の地区」とあることから、「移動が通常

徒歩で行われるもの」とは、生活関連施設間の距離が原則として１キロメートル未

満程度の道路とする。 

 

２．特定道路として指定すべき道路の区間について 

上記１．に基づき、具体的に特定道路として指定すべき道路は、以下の（１）～（３）

に該当する道路の区間とする。 

 （１）特定経路 

 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律

（平成 12 年法律第 68 号、平成 18 年６月廃止、以下「交通バリアフリー法」という。）」第 10 条

第４項第１号に規定する「道路特定事業を実施する道路の区間」として定められた道路の区

間について、特定道路として指定するものとする。なお、バリアフリー新法施行後、基本構想

の見直しを行い経路の見直しを実施している場合には、見直し後の区間を特定道路として指

定するものとする。 

 この際、交通バリアフリー法に基づいて、既に道路特定事業が実施された道路についても

特定道路に指定するものとする。 

 （２）道路特定事業を実施する道路の区間 

 バリアフリー新法第 31 条第１項及び第 32 条第１項に規定する道路特定事業計画が

策定済みの場合は、当該計画において「道路特定事業を実施する道路の区間」として

定められた道路の区間について、特定道路として指定するものとする。 

 この際、既に道路特定事業が実施された道路についても特定道路に指定するものと

する。 

（３）（１）及び（２）以外の生活関連経路 

 （１）及び（２）以外の生活関連経路であって、多数の高齢者、障害者等の移動が

通常徒歩で行われる道路の区間のうち、高齢者・障害者等の移動等の円滑化を図るべ

き道路の区間として、１．（１）～（３）の要件に該当するものについては、道路管

理者からの申請を踏まえ、特定道路として指定するものとする。この際、既にバリア

フリー化された道路についても特定道路に指定するものとする。 



   

  

国 道 政 第 ２ ４ 号 

国 道 交 安 第 １ ８ 号 

平成２０年１０月２７日 

 

各 都 道 府 県  担 当 部 長 殿 

各 政 令 指 定 都 市  担 当 部 長 殿 

 

 

国 土 交 通 省  道 路 局  路 政 課 長 

                

                     国土交通省 道路局 地方道・環境課長 

 

            

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」第２条第９号に 

 規定する特定道路の指定に係る運用方針及び指定すべき道路の区間について 

 

 

 「高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成 18 年法律第 91 号、以

下「バリアフリー新法」という。) 第２条第９号に規定する特定道路については、高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成 18 年政令第 379 号、以下「バ

リアフリー新法施行令」という。）第２条の規定により、国土交通大臣がその路線及び区間

を指定することとされていますが、指定にあたっての運用方針及び指定すべき道路の区間に

ついて、以下のとおり定めたので、遺漏なきよう取り扱い下さい。 

 

（以下、都道府県担当部長宛） 

貴管内道路管理者に対しても、この旨周知願います。 

 

記 

 

１．特定道路の指定に係る運用方針 

 特定道路の指定については、バリアフリー新法施行令第２条において「法第２条第９

号の政令で定める道路は、生活関連経路を構成する道路法（昭和 27 年法律第 180 号）に

よる道路のうち多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるものであって国土

交通大臣がその路線及び区間を指定したものとする。」とされているが、その内容は次

のとおりとする。 

（１）生活関連経路 

 「生活関連経路」とは、バリアフリー新法第２条第 21 号ロに規定する「生活関

連経路」であって「生活関連施設相互間の経路」をいう。ここで、「生活関連施設」

とは同号イにおける「生活関連施設」及び同法第３条で定める「移動等円滑化の促

進に関する基本方針」（平成 18 年国家公安委員会、総務省、国土交通省告示第１

号）２（１）①における「相当数の高齢者、障害者等が利用する旅客施設、官公庁

施設、福祉施設、病院、文化施設、商業施設、学校等多岐にわたる施設」が想定さ



   

  

れるが、具体的にどの施設を含めるかは施設の利用の状況等地域の実情を勘案して

選定するものとする。なお、「地震防災対策特別措置法（平成７年法律第 111 号）」

第３条第１項第２号に規定する「避難路」等についても生活関連経路とし、指定の

対象とすることができるものとする。 

（２）多数の高齢者・障害者等 

 多数の高齢者・障害者等が移動する道路とは、当該道路の周辺に位置する生活関

連施設の利用の状況、及び生活関連施設周辺の移動等円滑化の状況からみて、他の

周辺道路に比して相対的に高齢者・障害者等の通行量が多い又は多いと想定される

道路であり、当該道路について移動等円滑化のための事業を優先的に実施する必要

性が特に高いと認められるものとする。 

（３）移動が通常徒歩で行われるもの 

「移動等円滑化の促進に関する基本方針」（平成 18 年国家公安委員会、総務省、

国土交通省告示第１号）三２（１）①において、「生活関連施設相互間の移動が通

常徒歩で行われる地区とは、生活関連施設が徒歩圏内に集積している地区をいい、

地区全体の面積が概ね 400 ヘクタール未満の地区」とあることから、「移動が通常

徒歩で行われるもの」とは、生活関連施設間の距離が原則として１キロメートル未

満程度の道路とする。 

 

２．特定道路として指定すべき道路の区間について 

上記１．に基づき、具体的に特定道路として指定すべき道路は、以下の（１）～（３）

に該当する道路の区間とする。 

 （１）特定経路 

 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律

（平成 12 年法律第 68 号、平成 18 年６月廃止、以下「交通バリアフリー法」という。）」第 10 条

第４項第１号に規定する「道路特定事業を実施する道路の区間」として定められた道路の区

間について、特定道路として指定するものとする。なお、バリアフリー新法施行後、基本構想

の見直しを行い経路の見直しを実施している場合には、見直し後の区間を特定道路として指

定するものとする。 

 この際、交通バリアフリー法に基づいて、既に道路特定事業が実施された道路についても

特定道路に指定するものとする。 

 （２）道路特定事業を実施する道路の区間 

 バリアフリー新法第 31 条第１項及び第 32 条第１項に規定する道路特定事業計画が

策定済みの場合は、当該計画において「道路特定事業を実施する道路の区間」として

定められた道路の区間について、特定道路として指定するものとする。 

 この際、既に道路特定事業が実施された道路についても特定道路に指定するものと

する。 

（３）（１）及び（２）以外の生活関連経路 

 （１）及び（２）以外の生活関連経路であって、多数の高齢者、障害者等の移動が

通常徒歩で行われる道路の区間のうち、高齢者・障害者等の移動等の円滑化を図るべ

き道路の区間として、１．（１）～（３）の要件に該当するものについては、道路管

理者からの申請を踏まえ、特定道路として指定するものとする。この際、既にバリア

フリー化された道路についても特定道路に指定するものとする。 

 


